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令和７年度定例監査結果報告書 

 

第１　監査の種類　 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項による定例監査 

　　 

第２　監査の対象　市民課（令和７年９月３０日現在） 

 

第３　監査の実施期日  令和７年１１月２５日（場所：市役所第３委員会室） 

 

第４　監査の着眼点 

　監査の実施にあたり、主な着眼点を次のとおりとした。 

① 財務に関する事務の執行が適正かつ合理的に行われているか。 

② 事務事業の執行が経済性及び有効性の観点から、合理的かつ効率的に行われ

ているか。 

③ 事務処理で法令等に違反するものはないか。 

④ 現金等の保管及び取扱いは適正か。 

⑤ 補助金について、補助基準に沿って適正に執行されているか。 

⑥ 委託料について、委託内容や契約方法が適切であるか。 

 

第５　監査の実施内容 

匝瑳市監査基準に準拠し、必要な資料の提出を求め予備調査等を行い、所属長

及び関係職員から説明聴取を実施し質疑、資料等の検査を行った。 

 

第６　監査の結果 

　　　財務事務及び事務事業の執行は、おおむね適正であると認められた。 
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第７　市民課の概要 

⑴ 　所管事務 

 

⑵ 　職員配置状況（令和７年９月３０日現在） 

　　  

 

⑶ 　予算の執行状況（令和７年９月３０日現在） 

① 戸籍班 

　　 　 

戸籍班

・ 戸籍の受付、記載及び管理に関すること。 ・ 自動車の臨時運行許可に関すること。

・ 住民基本台帳の記録及び管理に関すること。 ・ 埋火葬及び改葬許可に関すること。

・ 戸籍の附票の作成及び管理に関すること。 ・ 一般旅券に関すること。

・ 印鑑登録に関すること。 ・ 犯罪人名簿及び身上調書に関すること。

・ 戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書 ・ 手数料等の調定収納に関すること。

その他諸証明の交付に関すること。 ・ 住基ネットシステムに関すること。

・ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の ・ 社会保障・税番号制度（マイナンバー）に関すること。

通知に関すること。 ・ 窓口案内に関すること。

・ 住民実態調査に関すること。 ・ 総合窓口に関すること。

・ 住民基本台帳支援措置に関すること。 ・ 課の庶務に関すること。

国保年金班

・ 国民健康保険の運営に関すること。 ・ 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。

・ 国民健康保険の資格得喪に関すること。 ・ 国民年金の資格得喪及び変更に関すること。

・ 国民健康保険運営協議会に関すること。 ・ 国民年金の給付に関すること。

・ 国民健康保険に係る給付に関すること。 ・ 年金生活者支援給付金に関すること。

・ 国民健康保険診療契約に関すること。 ・ 福祉年金に関すること。

・ 国民健康保険に係る医療統計に関すること。 ・ 特別障害給付金に関すること。

保険料班

・ 後期高齢者医療の資格得喪に関すること。 ・ 介護保険料の賦課徴収に関すること。

・ 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。・

・ 千葉県後期高齢者医療広域連合に関すること。

・ 前3号に掲げるもののほか、後期高齢者医療に

関すること。

前号に掲げるもののほか、介護保険料に関する
こと。

単位：人

市民課

担 当 区 分 一 般 職 員 数 暫定再任用職員数 会計年度任用職員数

課長 1 - -

戸籍班 6 - 7

国保年金班 6 - 2

保険料班 2 - 1

計 15 0 10

担　当　別　内　訳

25

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

使用料及び手数料 13,378,000 6,512,500 6,512,500 0 48.68 100.00 
国庫支出金 17,809,000 6,747,000 990,000 5,757,000 5.56 14.67 
県支出金 36,000 0 0 0 0.00 0.00 
諸収入 361,000 94,480 94,480 0 26.17 100.00 

合計 31,584,000 13,353,980 7,596,980 5,757,000 24.05 56.89 

単位：円、％

区
分

歳入科目

一
般
会
計
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② 国保年金班 

 

 

 

 

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

戸籍住民基本台帳事務費 9,796,000 4,703,865 3,041,469 5,092,135 48.02 
人口動態調査事務費 10,000 2,020 1,616 7,980 20.20 
マイナンバーカード交付事業 2,733,000 1,201,874 607,052 1,531,126 43.98 

合計 12,539,000 5,907,759 3,650,137 6,631,241 47.12 

単位：円、％

区
分

歳出科目

一
般
会
計

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

国庫支出金 48,687,000 6,383,000 4,466,000 1,917,000 9.17 69.97 

県支出金 111,858,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 6,000 0 0 0 0.00 0.00 

計 160,551,000 6,383,000 4,466,000 1,917,000 2.78 69.97 

一部負担金 1,000 0 0 0 0.00 0.00 

使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0.00 0.00 

国庫支出金 1,321,000 0 0 0 0.00 0.00 

県支出金 3,267,283,000 2,800,172,188 1,275,442,000 1,524,730,188 39.04 45.55 

財産収入 130,000 0 0 0 0.00 0.00 

繰入金 531,927,000 14,368,000 14,368,000 0 2.70 100.00 

繰越金 1,000 58,198,817 58,198,817 0 5,819,881.70 100.00 

諸収入 3,319,000 5,356,089 5,145,760 210,329 155.04 96.07 

計 3,803,983,000 2,878,095,094 1,353,154,577 1,524,940,517 35.57 47.02 

3,964,534,000 2,884,478,094 1,357,620,577 1,526,857,517 34.24 47.07 

単位：円、％

合計

区
分

歳入科目

一
般

会
計

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

国民健康保険特別会計繰出金 307,927,000 14,368,000 14,368,000 293,559,000 4.67 
国民年金事務費 194,000 33,803 32,319 160,197 17.42 

計 308,121,000 14,401,803 14,400,319 293,719,197 4.67 
総務費 23,105,000 8,299,777 6,267,014 14,805,223 35.92 
保険給付費 3,226,216,000 1,247,363,938 1,247,213,938 1,978,852,062 38.66 
国民健康保険事業費納付金 1,161,791,000 453,102,713 302,070,713 708,688,287 39.00 
共同事業拠出金 1,000 0 0 1,000 0.00 
保健事業費 58,637,000 12,032,265 11,764,454 46,604,735 20.52 
基金積立金 130,000 0 0 130,000 0.00 
公債費 1,000 0 0 1,000 0.00 
諸支出金 18,351,000 2,726,200 2,726,200 15,624,800 14.86 
予備費 15,000,000 0 0 15,000,000 0.00 

計 4,503,232,000 1,723,524,893 1,570,042,319 2,779,707,107 38.27 
4,811,353,000 1,737,926,696 1,584,442,638 3,073,426,304 36.12 

単位：円、％

合計

区
分

歳出科目

一
般

会
計

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
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③ 保険料班 

　　  

　　  

 

 

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

県支出金 97,811,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 29,832,000 35,750 35,750 0 0.12 100.00 

計 127,643,000 35,750 35,750 0 0.03 100.00 

後期高齢者医療保険料 433,592,000 473,764,540 221,548,700 252,215,840 51.10 46.76 

使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0.00 0.00 

繰入金 155,508,000 18,000,000 18,000,000 0 11.57 100.00 

繰越金 800,000 9,132,194 9,132,194 0 1,141.52 100.00 

諸収入 1,526,000 231,200 231,200 0 15.15 100.00 

国庫支出金 3,080,000 0 0 0 0.00 0.00 

計 594,507,000 501,127,934 248,912,094 252,215,840 41.87 49.67 

保険料 784,528,000 811,319,020 396,225,270 415,093,750 50.50 48.84 

使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 6,000 9,900 9,900 0 165.00 100.00 

計 784,535,000 811,328,920 396,235,170 415,093,750 50.51 48.84 

1,506,685,000 1,312,492,604 645,183,014 667,309,590 42.82 49.16 

単位：円、％

合計

区
分

歳入科目

一

般
会

計

特
別

会

計

介
護

保

険

医
療
特
別
会
計

後
期
高
齢
者

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

諸費(市民課) 349,320 349,320 0 0 100.00 
後期高齢者医療広域連合事業 458,957,000 228,769,727 228,769,397 230,187,273 49.85 
後期高齢者医療特別会計繰出金 155,508,000 18,000,000 18,000,000 137,508,000 11.57 
健康診査事業 18,814,000 7,529,358 7,507,758 11,284,642 40.02 
保健事業・介護予防等一体的実施費 550,000 238,668 171,811 311,332 43.39 

計 634,178,320 254,887,073 254,448,966 379,291,247 40.19 
総務費 5,465,000 1,089,467 1,017,933 4,375,533 19.94 
後期高齢者医療広域連合納付金 564,009,000 124,140,800 124,140,800 439,868,200 22.01 
諸支出金 1,000,000 343,800 335,100 656,200 34.38 
予備費 800,000 0 0 800,000 0.00 

計 571,274,000 125,574,067 125,493,833 445,699,933 21.98 
総務費 2,799,000 1,634,727 1,603,908 1,164,273 58.40 
諸支出金 900,000 390,590 385,690 509,410 43.40 

計 3,699,000 2,025,317 1,989,598 1,673,683 54.75 
1,209,151,320 382,486,457 381,932,397 826,664,863 31.63 

単位：円、％

合計

区
分

歳出科目

一

般
会

計

医
療
特
別
会
計

後
期
高
齢
者

特

別
会

計

介

護
保

険
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令和７年度定例監査結果報告書 

 

第１　監査の種類　 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項による定例監査 

　　 

第２　監査の対象　財政課（令和７年９月３０日現在） 

 

第３　監査の実施期日  令和７年１１月２５日（場所：市役所第３委員会室） 

 

第４　監査の着眼点 

　　監査の実施にあたり、主な着眼点を次のとおりとした。 

① 財務に関する事務の執行が適正かつ合理的に行われているか。 

② 事務事業の執行が経済性及び有効性の観点から、合理的かつ効率的に行わ

れているか。 

③ 事務処理で法令等に違反するものはないか。 

④ 委託料について、委託内容や契約方法が適切であるか。 

 

第５　監査の実施内容 

匝瑳市監査基準に準拠し、必要な資料の提出を求め予備調査等を行い、所

属長及び関係職員から説明聴取を実施し質疑、資料等の検査を行った。 

 

第６　監査の結果 

　　　財務事務及び事務事業の執行は、おおむね適正であると認められた。 

 

第７　財政課の概要 

⑴　所管事務 

 

財政班

・ 予算の編成及び執行調整に関すること。 ・ 決算に関すること。

・ 財政計画及び資金計画に関すること。 ・ 財政状況の公表及び財政統計に関すること。

・ 地方交付税に関すること。 ・ 指定金融機関等の指定に関すること。

・ 市債及び一時借入金に関すること。 ・ 財政調整基金、土地開発基金及びその他の基金

・ 地方譲与税及び地方消費税交付金等交付金に に関すること。

関すること。 ・ 課の庶務に関すること。

管財班

・ 市有財産の総括的管理に関すること。 ・ 共用自動車の管理に関すること。

・ 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 ・ 共用備品の管理に関すること。

・ 市有財産の共済及び保険に関すること。 ・ 業者の登録に関すること。

・ 市有地処理審議会に関すること。 ・ 建設工事等指名業者選定審査会に関すること。

・ 庁舎等の管理及び庁中取締りに関すること。 ・ 入札及び契約(検査を除く。)に関すること。

・ 庁用自動車の安全運転に関すること。 ・ 物品の調達に関すること。
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⑵　職員配置状況（令和７年９月３０日現在） 

　  

 

⑶　予算の執行状況（令和７年９月３０日現在） 

① 財政班 

 

 

 

 

 

単位：人

財政課

担 当 区 分 一 般 職 員 数 暫定再任用職員数 会計年度任用職員数

課長 1 - -

財政班 4 - -

管財班 3 - 1

計 8 0 1

担　当　別　内　訳

9

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

地方譲与税 230,202,000 61,980,000 61,980,000 0 26.92 100.00 

利子割交付金 3,000,000 2,524,000 2,524,000 0 84.13 100.00 
配当割交付金 28,000,000 7,157,000 7,157,000 0 25.56 100.00 
株式等譲渡所得割交付金 34,000,000 0 0 0 0.00 0.00 
法人事業税交付金 82,000,000 43,556,000 43,556,000 0 53.12 100.00 
地方消費税交付金 967,000,000 549,442,000 549,442,000 0 56.82 100.00 
自動車取得税交付金 1,000 0 0 0 0.00 0.00 
環境性能割交付金 50,000,000 13,753,000 13,753,000 0 27.51 100.00 
地方特例交付金 22,000,000 19,303,000 19,303,000 0 87.74 100.00 
地方交付税 5,040,100,000 3,431,043,000 3,431,043,000 0 68.07 100.00 
財産収入 4,627,000 1,994,770 1,994,770 0 43.11 100.00 
寄附金 1,000 763,700 763,700 0 76,370.00 100.00 
繰入金 1,758,167,000 0 0 0 0.00 0.00 
繰越金 348,619,779 468,284,103 468,284,103 0 134.33 100.00 
諸収入 13,863,000 6,366,000 6,366,000 0 45.92 100.00 
市債 292,500,000 29,000,000 0 29,000,000 0.00 0.00 

合計 8,874,080,779 4,635,166,573 4,606,166,573 29,000,000 51.91 99.37 

単位：円、％

歳入科目

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

財政管理事務費 3,927,000 3,411,210 309,210 515,790 86.87 
基金積立金 4,625,000 1,859,000 1,859,000 2,766,000 40.19 
基金繰出金 135,770 135,770 135,770 0 100.00 
公債費元金 1,561,115,000 785,329,960 785,329,960 775,785,040 50.31 
公債費利子 44,825,000 21,229,705 21,229,705 23,595,295 47.36 
予備費 24,502,050 0 0 24,502,050 0.00 
（予備費充当額497,950円）

合計 1,639,129,820 811,965,645 808,863,645 827,164,175 49.54 

単位：円、％

歳出科目
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② 管財班 

 

 

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

使用料及び手数料 180,000 178,008 169,346 8,662 94.08 95.13 
財産収入 13,055,000 9,646,160 6,066,729 3,579,431 46.47 62.89 
諸収入 825,000 684,970 108,496 576,474 13.15 15.84 

合計 14,060,000 10,509,138 6,344,571 4,164,567 45.12 60.37 

単位：円、％

歳入科目

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

財産管理事務費 6,000,000 4,406,784 2,756,961 1,593,216 73.45 
庁舎管理費 60,706,000 30,700,844 15,722,466 30,005,156 50.57 
公用車管理費 14,601,230 5,407,911 5,091,558 9,193,319 37.04 
庁舎災害復旧費 1,000 0 0 1,000 0.00 
土地取得費 1,000 0 0 1,000 0.00 

合計 81,309,230 40,515,539 23,570,985 40,793,691 49.83 

単位：円、％

歳出科目
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令和７年度定例監査結果報告書 

 

第１　監査の種類　 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項による定例監査 

　　 

第２　監査の対象　環境生活課（令和７年９月３０日現在） 

 

第３　監査の実施期日　令和７年１１月２５日（場所：市役所第３委員会室） 

 

第４　監査の着眼点 

　　監査の実施にあたり、主な着眼点を次のとおりとした。 

① 財務に関する事務の執行が適正かつ合理的に行われているか。 

② 事務事業の執行が経済性及び有効性の観点から、合理的かつ効率的に行わ

れているか。 

③ 事務処理で法令等に違反するものはないか。 

④ 現金等の保管及び取扱いは適正か。 

⑤ 補助金について、補助基準に沿って適正に執行されているか。 

⑥ 委託料について、委託内容や契約方法が適切であるか。 

 

第５　監査の実施内容 

匝瑳市監査基準に準拠し、必要な資料の提出を求め予備調査等を行い、所

属長及び関係職員から説明聴取を実施し質疑、資料等の検査を行った。 

 

第６　監査の結果 

　　　財務事務及び事務事業の執行は、おおむね適正であると認められた。 
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第７　環境生活課の概要 

⑴　所管事務 

 

 

⑵　職員配置状況（令和７年９月３０日現在） 

　　  

 

⑶　予算の執行状況（令和７年９月３０日現在） 

① 市民協働班 

 

・市民協働に関すること。 ・交通事故相談に関すること。

・区長及び連絡員に関すること。 ・交通安全対策会議に関すること。

・自治会及び地縁団体に関すること。 ・交通安全対策協議会に関すること。

・地域コミュニティに関すること。 ・交通災害共済に関すること。

・地域振興に関すること。 ・ＮＰＯ及びボランティアに関すること。

・公共交通に関すること。 ・市民活動サポートセンターに関すること。

・防犯に関すること。 ・犯罪被害者支援に関すること。

・交通安全運動の推進に関すること。 ・課の庶務に関すること。

・交通安全指導に関すること。

・環境基本計画に関すること。

・環境審議会に関すること。

・環境対策連絡会議に関すること。 ・水道法(昭和32年法律第177号)に関すること。

・環境の保全に関すること。 ・上水道に関すること。

・公害の調査及び対策に関すること。

・公害の苦情相談に関すること。

・自然保護に関すること。 ・ごみの減量化及びリサイクルに関すること。

・自然公園に関すること。 ・生活環境の清潔保持に関すること。

・遊歩道等に関すること。 ・合併処理浄化槽に関すること。

・畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 ・公衆便所に関すること。

・そ族及び有害昆虫の駆除に関すること。 ・水質浄化対策に関すること。

・不法投棄監視員に関すること。

・水道企業団との連絡調整に関すること。

・衛生組合との連絡調整に関すること。

・墓地に関すること。

市民協働班

環境班

・土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の
発生の防止に関すること。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法
律第137号)に関すること。

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律(平成14年法律第88号)に関すること(農林水
産物等に被害を与える有害鳥獣の駆除を除く。)。

単位：人

環境生活課

担 当 区 分 一 般 職 員 数 暫定再任用職員数 会計年度任用職員数

課長 1 - -

市民協働班 4 1 1

環境班 5 - 1

計 10 1 2

担　当　別　内　訳

13

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

使用料及び手数料 1,000 900 900 0 90.00 100.00 

県支出金 1,291,000 272,000 107,000 165,000 8.29 39.34 

諸収入 113,000 0 0 0 0.00 0.00 

合計 1,405,000 272,900 107,900 165,000 7.68 39.54 

単位：円、％

歳入科目

9



 

     

 

② 環境班 

　　  
　　

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

市民生活事務費 13,300,094 765,655 751,211 12,534,439 5.76 

市民協働推進事業 1,567,000 56,563 0 1,510,437 3.61 

循環バス運行事業 78,701,000 78,287,917 20,625,738 413,083 99.48 

交通安全対策事業 3,501,000 3,033,277 3,033,277 467,723 86.64 

防犯対策事業 18,875,000 6,400,792 6,209,692 12,474,208 33.91 

コミュニティ育成事業 5,676,000 4,444,000 4,444,000 1,232,000 78.29 

地区コミュニティセンター管理事業 2,983,000 2,917,357 2,138,233 65,643 97.80 

地域交通利用料助成事業 11,272,000 4,477,500 4,477,500 6,794,500 39.72 

生活交通路線維持事業 2,448,000 0 0 2,448,000 0.00 

地域公共交通確保維持改善事業 623,000 623,000 623,000 0 100.00 

デマンド型交通運行事業 22,894,000 12,389,584 6,004,480 10,504,416 54.12 

犯罪被害者等支援事業 481,000 20,000 20,000 461,000 4.16 

合計 162,321,094 113,415,645 48,327,131 48,905,449 69.87 

単位：円、％

歳出科目

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

分担金及び負担金 81,523,000 0 0 0 0.00 0.00 

使用料及び手数料 58,874,000 28,726,020 27,425,470 1,300,550 46.58 95.47 

国庫支出金 7,962,000 3,204,000 0 3,204,000 0.00 0.00 

県支出金 6,264,000 515,340 0 515,340 0.00 0.00 

財産収入 1,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 3,366,000 1,602,050 1,602,050 0 47.60 100.00 

合計 157,990,000 34,047,410 29,027,520 5,019,890 18.37 85.26 

単位：円、％

歳入科目

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

環境衛生事務費 1,023,000 42,398 42,398 980,602 4.14 

動物適正管理指導事業 4,886,000 2,027,448 1,862,448 2,858,552 41.50 

公害対策事務費 442,000 442,000 442,000 0 100.00 

環境測定事業 6,390,000 2,970,000 0 3,420,000 46.48 

水道企業団水道事業 137,571,000 60,239,000 60,239,000 77,332,000 43.79 

清掃事務費 157,297,000 140,665,565 61,641,455 16,631,435 89.43 

環境美化推進事業 3,938,000 1,454,381 1,336,916 2,483,619 36.93 

水質浄化施設維持管理事業 1,405,000 778,150 244,650 626,850 55.38 

合併処理浄化槽設置促進事業 20,045,000 5,563,000 1,113,000 14,482,000 27.75 

不法投棄監視事業 1,206,000 500,000 500,000 706,000 41.46 

一部事務組合への負担金 468,257,000 306,526,000 277,271,000 161,731,000 65.46 

合計 802,460,000 521,207,942 404,692,867 281,252,058 64.95 

単位：円、％

歳出科目
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令和７年度定例監査結果報告書 

 

第１　監査の種類　 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項による定例監査 

　　 

第２　監査の対象　健康管理課（令和７年９月３０日現在） 

 

第３　監査の実施期日　令和７年１１月２５日（場所：市役所第３委員会室） 

 

第４　監査の着眼点 

　　　監査の実施にあたり、主な着眼点を次のとおりとした。 

① 財務に関する事務の執行が適正かつ合理的に行われているか。 

② 事務事業の執行が経済性及び有効性の観点から、合理的かつ効率的に行わ

れているか。 

③ 事務処理で法令等に違反するものはないか。 

④ 現金等の保管及び取扱いは適正か。 

⑤ 補助金について、補助基準に沿って適正に執行されているか。 

⑥ 委託料について、委託内容や契約方法が適切であるか。 

 

第５　監査の実施内容 

匝瑳市監査基準に準拠し、必要な資料の提出を求め予備調査等を行い、所

属長及び関係職員から説明聴取を実施し質疑、資料等の検査を行った。 

 

第６　監査の結果 

　　　財務事務及び事務事業の執行は、おおむね適正であると認められた。 

 

第７　健康管理課の概要 

⑴ 　所管事務 

　　 　 
 

 

 

・健康づくりのための知識の普及及び健康増進に ・歯科保健事業に関すること。
・献血の推進に関すること。

・保健相談、健康教育、保健指導及び訪問指導に ・骨髄移植ドナー支援事業助成金の支給に
　ること。

・結核その他感染症及び疾病の予防に関すること。・地域医療行政に関すること。
・予防接種に関すること。 ・保健推進員活動に関すること。
・予防接種健康被害調査委員会に関すること。 ・健康づくり推進協議会に関すること。
・健康診査に関すること。 ・保健師活動の総合調整に関すること。
・特定保健指導に関すること。 ・前各号に掲げるもののほか、市民の健康
・がん検診その他検診に関すること。 保持及び増進に関すること。
・健康手帳に関すること。 ・保健センターの管理に関すること。
・栄養改善に関すること。 ・課の庶務に関すること。

健康管理班

関すること。

関すること。
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⑵　職員配置状況（令和７年９月３０日現在） 

 

　 

⑶　予算の執行状況（令和７年９月３０日現在） 

　  

 

　  

単位：人

健康管理課

担 当 区 分 一 般 職 員 数 暫定再任用職員数 会計年度任用職員数

課長 1 - -

健康管理班 10 - 1

計 11 0 1

担　当　別　内　訳

12

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

分担金及び負担金 7,682,000 2,785,800 2,784,400 1,400 36.25 99.95 

国庫支出金 1,351,000 0 0 0 0.00 0.00 

県支出金 3,048,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 157,000 54,315 24,000 30,315 15.29 44.19 

合計 12,238,000 2,840,115 2,808,400 31,715 22.95 98.88 

単位：円、％

歳入科目

予算現額
支出負担行為

額
支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

保健衛生総務費 7,373,000 3,946,586 2,400,810 3,426,414 53.53 
献血推進対策事業 159,000 26,758 26,758 132,242 16.83 
病院事業会計助成事業 917,021,000 704,942,000 562,258,500 212,079,000 76.87 
骨髄移植ドナー支援事業 210,000 0 0 210,000 0.00 
予防事務費 1,181,000 1,180,800 1,180,800 200 99.98 
予防接種事業 90,136,000 17,788,140 17,744,934 72,347,860 19.73 
感染症予防事業 139,000 0 0 139,000 0.00 
救急医療機関整備事業 12,854,000 950 950 12,853,050 0.01 
保健師活動事業 158,000 103,998 103,998 54,002 65.82 
肝炎検診事業 1,310,000 0 0 1,310,000 0.00 
一般健康診査事業 156,000 192 192 155,808 0.12 
成人保健事業 436,000 145,429 134,659 290,571 33.36 
骨粗しょう症予防検診事業 1,434,000 1,036,315 140,035 397,685 72.27 
歯周病検診事業 1,546,000 767,612 621,052 778,388 49.65 
市町村保健対策推進事業 508,000 138,539 66,375 369,461 27.27 
食生活改善推進事業 2,158,000 1,568,383 1,152,238 589,617 72.68 
がん検診事業 72,450,000 33,030,028 32,564,024 39,419,972 45.59 
健康マイレージ事業 923,000 117,150 117,150 805,850 12.69 

合計 1,110,152,000 764,792,880 618,512,475 345,359,120 68.89 

単位：円、％

歳出科目
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令和７年度定例監査結果報告書 

 

第１　監査の種類　 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項による定例監査 

　　 

第２　監査の対象　ゼロカーボン推進課（令和７年９月３０日現在） 

 

第３　監査の実施期日　令和７年１１月２５日（場所：市役所第３委員会室） 

 

第４　監査の着眼点 

　　　監査の実施にあたり、主な着眼点を次のとおりとした。 

① 財務に関する事務の執行が適正かつ合理的に行われているか。 

② 事務事業の執行が経済性及び有効性の観点から、合理的かつ効率的に行わ

れているか。 

③ 事務処理で法令等に違反するものはないか。 

④ 補助金について、補助基準に沿って適正に執行されているか。 

⑤ 委託料について、委託内容や契約方法が適切であるか。 

 

第５　監査の実施内容 

匝瑳市監査基準に準拠し、必要な資料の提出を求め予備調査等を行い、所

属長及び関係職員から説明聴取を実施し質疑、資料等の検査を行った。 

 

第６　監査の結果 

　　　財務事務及び事務事業の執行は、おおむね適正であると認められた。 

 

第７　ゼロカーボン推進課の概要 

⑴　所管事務 

     

温暖化対策班

・匝瑳市地球温暖化対策実行計画に関すること。

・匝瑳市地球温暖化対策推進本部会議に関すること。

・匝瑳市脱炭素推進委員会に関すること。

・地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金に関すること。

・住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金に関すること。

・ゼロカーボンシティの推進に関すること。

・課の庶務に関すること。

脱炭素推進室

計画推進班

・匝瑳市脱炭素先行地域計画に関すること。

・前号に掲げるもののほか、脱炭素先行地域に関すること。

・地域脱炭素推進交付金を原資とする市交付金交付要綱等の例規の
制定に関すること。
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⑵　職員配置状況（令和７年９月３０日現在） 

 

　 

⑶　予算の執行状況（令和７年９月３０日現在） 

① 温暖化対策班 

 

② 脱炭素推進室（計画推進班） 

　 

 

 

単位：人
ゼロカーボン
推進課

担 当 区 分 一 般 職 員 数 暫定再任用職員数 会計年度任用職員数

課長 1 - -

温暖化対策班 1 - -

脱炭素推進室 4 - -

計 6 0 0

担　当　別　内　訳

6

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

県支出金 3,820,000 0 0 0 0.00 0.00 

諸収入 0 68,500 68,500 0 0.00 100.00 

合計 3,820,000 68,500 68,500 0 1.79 100.00 

単位：円、％

歳入科目

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

住宅用設備等脱炭素化促進事業 4,640,000 1,051,000 711,000 3,589,000 22.65 

単位：円、％

歳出科目

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

A B C B-C C/A C/B

国庫支出金 395,366,000 394,586,000 212,572,000 182,014,000 53.77 53.87 

単位：円、％

歳入科目

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額 執行率

A B A-B B/A

地域脱炭素推進事業 408,846,000 355,828,377 218,826,176 53,017,623 87.03 

単位：円、％

歳出科目
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